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目次中◎印のあるものは、高知県法規集に登載するものです。
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訓 令

高知県訓令第 7号

本 庁

各出先機関

高知県公文書規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成26年 9月30日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県公文書規程の一部を改正する訓令

高知県公文書規程（昭和39年12月高知県訓令第64号）の一部を次のように改正する。

第 2条中「（第 4号に掲げる用語にあっては、別表第 3を除く。）」を削り、「用語の」を「用

語（第 4号に掲げる用語にあっては、別表第 3において使用される場合を除く。）の」に改める。

第 6条第 3項中「当該各号に掲げる」を「それぞれ当該各号に定める」に改める。

第 7条第 1項第 5号を次のように改める。

( 5 )　その他の公文書

表彰状、感謝状、賞状、辞令、契約書、決定書、請願書、書簡文、証明書、部内関係公文書

その他これらに類するもの

第14条中「別表第 2の例」を「別表第 2に定めるところ」に改める。

第16条第 2項中「前項」を「前項本文」に、「の公印管理者」を「に規定する公印管理者（以下

この条において「公印管理者」という。）」に改め、同条第 3項中「次項」を「以下この条」に、

「その管理保管者を定め、」を「公印管理者又は高知県公印規程第 8条に規定する公印取扱者（次

項において「公印取扱者」という。）が」に改め、同項に次のただし書を加える。

ただし、当該押印済み用紙の使用状況を常に明らかにすることができる場合であって、文書情

報課長の承認を得たときは、この限りでない。

第16条第 4項中「前項の管理保管者」を「公印管理者又は公印取扱者」に、「同項」を「前項本

文」に改め、同条第 5項中「第 1項」を「第 1項本文」に、「同項」を「同項本文」に改める。

第16条の 2中「前条第 1項」を「前条第 1項本文」に改める。

第17条第 1項中「公文書（電子的方式により受信するものを除く。以下この節において同じ。）

等は」を「公文書等（公文書にあっては、電子的方式により受信するものを除く。以下この節にお

いて同じ。）は、第 1号に規定する主務課に直接到着したものを除き」に改める。

第19条第 1項中「配布された公文書」を「配布された公文書（主務課に直接到着した公文書を含

む。次項において同じ。）」に改め、同条第 2 項中「配布された公文書」を「配布された公文書

（前項の封かんのまま配布された公文書を含む。）」に改め、同項ただし書中「課長が軽易なも

の」を「定期刊行物、パンフレット、挨拶状その他課長が軽易なものと認めるもの及び課長が文書

情報システムへの収受の登録以外の方法により処理することが適当である」に改める。

第19条の 2第 1項ただし書中「課長が軽易なもの」を「定期刊行物、パンフレット、挨拶状その

他課長が軽易なものと認めるもの及び課長が文書情報システムへの収受の登録以外の方法により処

理することが適当である」に改める。

第21条第 1項ただし書中「決裁権者が」を「決裁権者が当該回議された公文書の」に改める。

第28条に後段として次のように加える。

この場合において、当該浄書又は校合をした者は、別記第 1号様式による回議書又は回議され

た公文書の所定の欄に押印又は署名をしなければならない。

第29条中「公文書（電子的方式により送信するものを除く。第32条及び第34条第 1項を除き、以

下この節において同じ。）等」を「公文書等（公文書にあっては、電子的方式により送信するもの
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を除く。第32条及び第34条第 1項を除き、以下この節において同じ。）」に改める。

第31条第 3項中「公文書（信書を除く。）等」を「公文書等（信書を除く。）」に改める。

第34条第 2項中「当該公文書の回議書に当たるもの」を「当該回議された公文書」に改める。

第38条第 3 項ただし書中「については、」を「については、それぞれ」に改め、同項第 1 号中

「翌年 1月 1日」を「当該公文書の完結の日の属する年の翌年の 1月 1日」に改める。

第45条中「公文書（電子的方式により受信するものを除く。以下この節において同じ。）等」を

「公文書等（公文書にあっては、電子的方式により受信するものを除く。以下この節において同

じ。）」に改め、同条第 7号ただし書中「出先機関長が軽易なもの」を「定期刊行物、パンフレッ

ト、挨拶状その他出先機関長が軽易なものと認めるもの及び出先機関長が文書情報システムへの収

受の登録以外の方法により処理することが適当である」に改める。

第48条第 1項ただし書中「決裁権者が」を「決裁権者が当該回議された公文書の」に改める。

第51条に後段として次のように加える。

この場合において、当該浄書又は校合をした者は、別記第 1号様式による回議書又は回議され

た公文書の所定の欄に押印又は署名をしなければならない。

第53条第 1 項中「公文書（電子的方式により送信するものを除く。次条及び第55条第 1 項を除

き、以下この節において同じ。）等」を「公文書等（公文書にあっては、電子的方式により送信す

るものを除く。次条及び第55条第 1項を除き、以下この節において同じ。）」に改め、同条第 2項

第 4号中「公文書（信書を除く。）等」を「公文書等（信書を除く。）」に改める。

第55条第 2項中「当該公文書の回議書に当たるもの」を「当該回議された公文書」に改める。

第58条第 3 項ただし書中「については、」を「については、それぞれ」に改め、同項第 1 号中

「翌年 1月 1日」を「当該公文書の完結の日の属する年の翌年の 1月 1日」に改める。

別表第 2中「あて」を「宛て」に、「適当と」を「適当であると」に改める。

別表第 3中「ほう賞」を「褒賞」に、

事務引継

ぎ

事務引継

1　知事、副知事及び会計管理者の事務引継ぎの関係

2　部長、副部長、課長及び出先機関長の事務引継ぎ

3　その他事務引継ぎの関係

1　知事、副知事及び会計管理者の事務引継の関係

2　部長、副部長、課長及び出先機関長の事務引継の関

　　係

3　その他事務引継の関係

「

「

を

に改める。

別記第 1号様式中「第48条関係」を「第28条、第48条、第51条関係」に改める。

別記第 4号様式の 2を次のように改める。

」

」

30年

5年

1年

30年

5年

1年

1年

1年

1年

1年

第４号様式の２（第16条関係） 

 

押印済み用紙受払簿 

 

公文書の名称
（使用目的） 

 
保管者職
・氏名 

 

年月日 受入数 払出数 
書損及び
汚損数 

残数 

取扱者 

備考 
交付
者印 

受領
者印 

        

        

        

 

        

        

備考 「保管者」とは、高知県公印規程第２条に規定する公印管理者又は同令第８条に規

定する公印取扱者をいう。 
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別記第 5号様式中「、第19条、第45条」を削る。

附　則

この訓令は、平成26年10月 1日から施行する。

高知県訓令第 8号

本 庁

各出先機関

高知県公印規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

平成26年 9月30日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県公印規程の一部を改正する訓令

高知県公印規程（昭和41年 9月高知県訓令第50号）の一部を次

のように改正する。

第 3条第 2項第 2号及び第 3号を次のように改める。

( 2 )　公印の印影

( 3 )　公印の用途

第 3条第 2項第 4号中「使用開始年月日」を「公印の使用開始

年月日」に改める。

第 5条第 2号及び第 3号を次のように改める。

( 2 )　引継ぎを受ける前の公印管理者名

( 3 )　公印の引継ぎ年月日

第 6条第 2項中「公印台帳」を「前項の公印台帳」に改める。

第 7条第 2号及び第 3号を次のように改める。

( 2 )　公印の印影

( 3 )　公印の用途

第 7 条第 4 号中「使用開始年月日」を「公印の使用開始年月

日」に改める。

第 8 条中「公印取扱者を」を「公印取扱者を 1 人以上」に改

め、同条に次の 1項を加える。

2　前項の公印取扱者（次条において「公印取扱者」という。）

は、高知県公文書規程（昭和39年12月高知県訓令第64号）第 6

条に規定する公文書主任その他公印管理者が命じた者をもって

充てる。

第 9条第 1項を次のように改める。

公印を使用しようとする者は、高知県公文書規程第28条又は

第51条の規定により浄書及び校合を行い、押印する公文書及び

決裁公文書を公印管理者又は公印取扱者に提示し、その照合を

受けなければならない。

第 9条第 2項中「公印使用」を「公印の使用」に改め、同項を

同条第 5項とし、同条第 1項の次に次の 3項を加える。

2　公印管理者又は公印取扱者は、前項の照合の結果、公印を押

印することが適当であると認めたときは、高知県公文書規程別

記第 1号様式による回議書又は回議された公文書の所定の欄に

押印又は署名をし、公印の使用を認めなければならない。

3　公印取扱者が公印を使用しようとするときは、第 1項の照合

及び前項の押印又は署名は、公印管理者又は他の公印取扱者が

行うものとする。

4　公印の使用に当たっては、当該公文書に明瞭かつ正確に押印

しなければならない。



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

号
外

第
4
9
号

平
成

2
6
年

9
月
3
0
日
（
火
曜
日
）
　

44

附　則

この訓令は、平成26年10月 1日から施行する。

高知県訓令第 9号

本 庁

労働委員会事務局

高知県労働委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令を次の

ように定める。

平成26年 9月30日

高知県知事　尾﨑　正直

高知県労働委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令

高知県労働委員会事務局処務規程（昭和38年 5月高知県訓令第

19号）の一部を次のように改正する。

第10条の見出しを「（他の訓令の準用）」に改め、同条中「事

務処理については、」を「職員の服務については」に、「を準用

する」を「の、公文書の取扱いについては高知県公文書規程（昭

和39年12月高知県訓令第64号）の規定を準用する」に改める。

附　則

この訓令は、平成26年10月 1日から施行する。

公営企業局管理規程

高知県公営企業局公印規程の一部を改正する規程を次のように

定める。

平成26年 9月30日

高知県公営企業局長　岡林　美津夫

高知県公営企業局管理規程第17号

高知県公営企業局公印規程の一部を改正する規程

高知県公営企業局公印規程（昭和48年高知県企業局管理規程第

11号）の一部を次のように改正する。

第 7 条中「公印取扱者を」を「公印取扱者を 1 人以上」に改

め、同条に次の 1項を加える。

2　前項の公印取扱者（次条において「公印取扱者」という。）

は、高知県公営企業局公文書規程（平成16年 4月高知県企業局

訓令第 3号）第 3条に規定する公文書主任その他公印管理者が

命じた者をもって充てる。

第 8条第 1項を次のように改める。

公印を使用しようとする者は、高知県公営企業局公文書規程

第26条の規定によりその例によることとされる高知県公文書規

程（昭和39年12月高知県訓令第64号）第28条又は第51条の規定

により浄書及び校合を行い、押印する公文書及び決裁公文書を

公印管理者又は公印取扱者に提示し、その照合を受けなければ

ならない。

第 8条第 2項を同条第 5項とし、同条第 1項の次に次の 3項を

加える。

2　公印管理者又は公印取扱者は、前項の照合の結果、公印を押

印することが適当であると認めたときは、高知県公営企業局公

文書規程第26条の規定によりその例によることとされる高知県

公文書規程別記第 1号様式による回議書又は回議された公文書

の所定の欄に押印又は署名をし、公印の使用を認めなければな

らない。

3　公印取扱者が公印を使用しようとするときは、第 1項の照合

及び前項の押印又は署名は、公印管理者又は他の公印取扱者が

行うものとする。

4　公印の使用に当たっては、当該公文書に明瞭かつ正確に押印

しなければならない。

附　則

この規程は、平成26年10月 1日から施行する。

公 営 企 業 局 訓 令

高知県公営企業局訓令第 6号

本 局

各事業所

各 病 院

高知県公営企業局公文書規程の一部を改正する訓令を次のよう

に定める。

平成26年 9月30日

高知県公営企業局長　岡林　美津夫

高知県公営企業局公文書規程の一部を改正する訓令

高知県公営企業局公文書規程（平成16年 4月高知県企業局訓令

第 3号）の一部を次のように改正する。

第 2条中「用語」を「用語（第 9号に掲げる用語にあっては、

別表において使用される場合を除く。）」に改める。

第 9条第 3項ただし書中「適当と」を「適当であると」に改め

る。

第12条の見出し中「押印」を「押印等」に改め、同条第 2項中

「前項」を「前項本文」に、「公印管理者」を「公印管理者（以

下この条において「公印管理者」という。）」に改め、同条に次

の 2項を加える。

3　前項の規定に基づき公印の印影を印刷した公文書の用紙につ

いては、公印管理者又は高知県公営企業局公印規程第 7条に規

定する公印取扱者が厳重に保管するとともに、その使用状況を

明らかにしておかなければならない。

4　外国の地方公共団体の機関等に対する公文書については、第

1項本文の規定にかかわらず、当該公文書の発信者が署名する

ことにより同項本文の規定による公印の押印に代えることがで

きる。

第13条中「前条第 1項」を「前条第 1項本文」に改める。

第14条見出しを「（収受の手続）」に改め、同条第 1項中「公

文書（電子的方式により受信するものを除く。以下この条におい

て同じ。）等は」を「公文書等（公文書にあっては、電子的方式

により受信するものを除く。以下この条及び次条において同

じ。）は、主務課に直接到着したものを除き」に改め、同項第 1

号中「第 3号において」を「以下」に改める。

第15条を次のように改める。

（配布公文書の取扱い）

第15条　主務課の公文書主任は、封かんのまま配布された公文書

（主務課に直接到着した公文書を含む。次項において同じ。）

を開封し、その余白に収受日付印を押印しなければならない。

2　主務課の公文書主任は、配布された公文書（前項の封かんの

まま配布された公文書を含む。）を収受し、文書情報システム

に収受の登録をしなければならない。ただし、定期刊行物、パ

ンフレット、挨拶状その他主務課長が簡易なものと認めるもの

及び主務課長が文書情報システムへの収受の登録以外の方法に

より処理することが適当であると認めるものについては、この

限りでない。

第16条第 1 項ただし書中「課長が軽易なもの」を「定期刊行

物、パンフレット、挨拶状その他主務課長が簡易なものと認める

もの及び主務課長が文書情報システムへの収受の登録以外の方法

により処理することが適当である」に改める。

第17条第 1項ただし書中「決裁権者が」を「決裁権者が当該回

議された公文書の」に改める。

第19条第 1 項ただし書中「適当と」を「適当であると」に改

め、同条第 3 項中「公文書（信書を除く。）等」を「公文書等

（信書を除く。）」に改める。

第22条第 3項中「年度の翌年度」を「会計年度の翌会計年度」

に改め、同項ただし書中「翌年 1月 1日」を「当該公文書の完結

の日の属する年の翌年の 1月 1日」に改める。

別表中「ほう賞」を「褒賞」に、「企業局」を「高知県公営企

業局」に改める。

附　則

この訓令は、平成26年10月 1日から施行する。

教 育 委 員 会 訓 令

高知県教育委員会訓令第 8号

教育委員会事務局

各 教 育 機 関

高知県教育委員会事務局及び教育機関処務規程の一部を改正す

る訓令を次のように定める。

平成26年 9月30日

高知県教育委員会委員長　小島　一久

高知県教育委員会事務局及び教育機関処務規程の一部を

改正する訓令

高知県教育委員会事務局及び教育機関処務規程（平成14年 3月
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高知県教育委員会訓令第 1号）の一部を次のように改正する。

第 2条中「意義は、」を「意義は、それぞれ」に改める。

第 8条中「次条」を「以下この条及び次条」に、「、教育政策

課」を「、主務課に直接到着したものを除き、教育政策課」に改

める。

第 9条第 1項中「公文書等」を「公文書等（主務課に直接到着

した公文書等を含む。次項において同じ。）」に改め、同条第 2

項中「配布を受けた」を「配布された」に改め、同項を同条第 3

項とし、同条第 1項の次に次の 1項を加える。

2　公文書主任は、配布された公文書等（前項の封かんのまま配

布された公文書等を含む。次項において同じ。）を収受し、文

書情報システム（高知県公文書規程第 2条第 3号に規定する文

書情報システムをいう。以下この項において同じ。）に収受の

登録をしなければならない。ただし、定期刊行物、パンフレッ

ト、挨拶状その他主務課長が軽易なものと認めるもの及び主務

課長が文書情報システムへの収受の登録以外の方法により処理

することが適当であると認めるものについては、この限りでな

い。

第13条中「この章」を「この節」に改める。

別表中「事務引継ぎ」を「事務引継」に改める。

附　則

この訓令は、平成26年10月 1日から施行する。

高知県教育委員会訓令第 9号

教育委員会事務局

各 教 育 機 関

高知県教育委員会公印規程の一部を改正する訓令を次のように

定める。

平成26年 9月30日

高知県教育委員会委員長　小島　一久

高知県教育委員会公印規程の一部を改正する訓令

高知県教育委員会公印規程（平成15年 3月高知県教育委員会訓

令第 3号）の一部を次のように改正する。

第 3条第 2項第 2号及び第 3号を次のように改める。

( 2 )　公印の印影

( 3 )　公印の用途

第 3条第 2項第 4号中「使用開始年月日」を「公印の使用開始

年月日」に改める。

第 5条第 2号及び第 3号を次のように改める。

( 2 )　引継ぎを受ける前の公印管理者名

( 3 )　公印の引継ぎ年月日

第 6条第 2項中「公印台帳」を「前項の公印台帳」に改める。

第 7条第 2号及び第 3号を次のように改める。

( 2 )　公印の印影

( 3 )　公印の用途

第 7 条第 4 号中「使用開始年月日」を「公印の使用開始年月

日」に改める。

第 8 条中「公印取扱者を」を「公印取扱者を 1 人以上」に改

め、同条に次の 1項を加える。

2　前項の公印取扱者（次条において「公印取扱者」という。）

は、高知県教育委員会事務局及び教育機関処務規程（平成14年

3月高知県教育委員会訓令第 1号。同条において「処務規程」

という。）第13条の規定によりその例によることとされる高知

県公文書規程（昭和39年12月高知県訓令第64号）第 6条第 1項

に規定する公文書主任その他公印管理者が命じた者をもって充

てる。

第10条を削り、第 9条を第10条とし、第 8条の次に次の 1条を

加える。

（公印の使用）

第 9条　公印を使用しようとする者は、処務規程第13条の規定に

よりその例によることとされる高知県公文書規程第28条又は第

51条の規定により浄書及び校合を行い、押印する公文書及び決

裁公文書を公印管理者又は公印取扱者に提示し、その照合を受

けなければならない。

2　公印管理者又は公印取扱者は、前項の照合の結果、公印を押

印することが適当であると認めたときは、処務規程第13条の規

定によりその例によることとされる高知県公文書規程別記第 1

号様式による回議書又は当該回議書に当たるものの所定の欄に

押印又は署名をし、公印の使用を認めなければならない。

3　公印取扱者が公印を使用しようとするときは、第 1項の照合

及び前項の押印又は署名は、公印管理者又は他の公印取扱者が

行うものとする。

4　公印の使用に当たっては、当該公文書に明瞭かつ正確に押印

しなければならない。

5　高知県の休日を定める条例（平成元年高知県条例第 2号）第

1 条第 1 項に規定する県の休日及び退庁時刻後の公印の使用

は、あらかじめ、公印管理者の承認を得て、その指示に従わな

ければならない。

附　則

この訓令は、平成26年10月 1日から施行する。

人 事 委 員 会 訓 令

高知県人事委員会訓令第 1号

人事委員会事務局

高知県人事委員会公印規程の一部を改正する訓令を次のように

定める。

平成26年 9月30日

高知県人事委員会委員長　秋元　厚志

高知県人事委員会公印規程の一部を改正する訓令

高知県人事委員会公印規程（昭和42年 3月高知県人事委員会訓

令第 2号）の一部を次のように改正する。

第 1条中「高知県人事委員会」を「高知県人事委員会（第 7条

において「委員会」という。）」に改める。

第 2条中「次の」を「次に掲げる」に改める。

第 3条中「書体、寸法、用途及びひな形」を「ひな形、寸法、

書体及び用途」に、「別表第 2の」を「別表第 2に定める」に改

める。

第 4条を次のように改める。

（公印の管理等）

第 4条　公印の管理は、事務局総務課長（以下「総務課長」とい

う。）が行う。

2　総務課長は、公印の取扱いを厳正にするため、公印取扱者を

1人以上定めておかなければならない。

3 　前項の公印取扱者（第 6 条において「公印取扱者」とい

う。）は、高知県人事委員会事務局処務規程（平成14年 8月高

知県人事委員会訓令第 2 号。同条において「処務規程」とい

う。）第 9条に規定する公文書主任その他総務課長が命じた者

をもって充てる。

第 5条第 2項を次のように改める。

2　前項の公印台帳の保存期間は、30年とし、必要に応じ保存期

間の更新ができるものとする。

第 6条第 1項を次のように改める。

公印を使用しようとする者は、処務規程第22条第 1項の規定

により浄書及び校合を行い、押印する公文書及び決裁公文書を

総務課長又は公印取扱者に提示し、その照合を受けなければな

らない。

第 6条第 2項中「執務時間外」を「高知県の休日を定める条例

（平成元年高知県条例第 2号）第 1条第 1項に規定する県の休日

及び退庁時刻後」に改め、同項を同条第 5項とし、同条第 1項の

次に次の 3項を加える。

2　総務課長又は公印取扱者は、前項の照合の結果、公印を押印

することが適当であると認めたときは、処務規程第11条第 1項

の回議書又は回議された公文書の所定の欄に押印又は署名を

し、公印の使用を認めなければならない。

3　公印取扱者が公印を使用しようとするときは、第 1項の照合

及び前項の押印又は署名は、総務課長又は他の公印取扱者が行

うものとする。

4　公印の使用に当たっては、当該公文書に明瞭かつ正確に押印

しなければならない。

第 7条第 1項中「き損し」を「毀損し」に、「すみやかに」を

「速やかに、」に改め、同条第 2 項中「不要となった公印」を

「総務課長は、公印が不要となったとき」に、「を得て」を「を

得て、当該公印を」に改め、同項を同条第 3項とし、同条第 1項

の次に次の 1項を加える。

2　総務課長は、公印の偽造、変造、盗用その他公印に関する事
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故が発生したときは、速やかに、その旨を委員会に報告しなけ

ればならない。

別表第 1を次のように改める。 公印の種類

高知県人事委員会印

高知県人事委員会委員長印

高知県人事委員会委員印

高知県人事委員会事務局長印

契印

別表第 1（第 3条関係）

ひな形

別表第 2のア

別表第 2のイ

別表第 2のウ

別表第 2のエ

別表第 2のオ

寸法

方43㎜

方27㎜

方27㎜

方21㎜

長径30㎜

短径13㎜

書体

てん書

てん書

てん書

てん書

てん書

用途

一般事務用

一般事務用

一般事務用

一般事務用

一般事務用
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別表第 2中「別表第 2」を「別表第 2（第 3条関係）」に改め

る。

別記様式を次のように改める。

別記様式（第５条関係） 

 

公印台帳 

公印の種類  登録年月日  

印影 用途  

 

使用開始年月日  

廃止年月日  

廃止の理由  

備考  
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附　則

（施行期日）

1　この訓令は、平成26年10月 1日から施行する。

（経過措置）

2　この訓令による改正前の高知県人事委員会公印規程別記様式

は、この訓令による改正後の高知県人事委員会公印規程の規定

にかかわらず、残品の限度で使用することができる。

高知県人事委員会訓令第 2号

人事委員会事務局

高知県人事委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令を次の

ように定める。

平成26年 9月30日

高知県人事委員会委員長　秋元　厚志

高知県人事委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令

高知県人事委員会事務局処務規程（平成14年 8月高知県人事委

員会訓令第 2号）の一部を次のように改正する。

第 2条中「意義は、」を「意義は、それぞれ」に改める。

第 3条第 1項第 1号中「人事委員会が」を「委員会が」に改め

る。

第 9 条第 2 項中「公文書主任」を「前項の公文書主任（以下

「公文書主任」という。）」に改める。

第17条の見出しを「（収受の手続）」に改め、同条第 1 項中

「公文書（電子的方式により受信するものを除く。以下この節に

おいて同じ。）等」を「公文書等（公文書にあっては、電子的方

式により受信するものを除く。以下この節において同じ。）」に

改め、同条第 3項ただし書中「事務局長が軽易なもの」を「定期

刊行物、パンフレット、挨拶状その他事務局長が軽易なものと認

めるもの及び事務局長が文書情報システムへの収受の登録以外の

方法により処理することが適当である」に改める。

第19条第 1項ただし書中「決裁権者が」を「決裁権者が当該回

議された公文書の」に改める。

第20条第 2項中「速やかに」を「、速やかに」に改める。

第22条第 1項中「公文書」を「公文書で発送を要するもの」に

改め、同項に後段として次のように加える。

この場合において、当該浄書又は校合をした者は、第11条第

1項の回議書又は回議された公文書の所定の欄に押印又は署名

をしなければならない。

第22条第 2項を次のように改める。

2　浄書して発送を要する公文書には、公印の押印を受けなけれ

ばならない。ただし、軽易であると認められる公文書及び電子

的方式により送信する公文書については、この限りでない。

第23条を削る。

第23条の 2中「前条」を「前条第 2項本文」に改め、同条を第

23条とする。

第24条第 2 項中「公文書（信書を除く。）等」を「公文書等

（信書を除く。）」に改める。

第26条第 2項中「当該公文書の回議書に当たるもの」を「当該

回議された公文書」に改める。

第28条第 1項中「次のとおり」を「次の表に定めるとおり」に

改め、同項の表第 1類の項中「事務引継ぎ」を「事務引継」に改

め、同条第 3項ただし書中「翌年 1月 1日」を「当該事案の処理

が完結した日の属する年の翌年の 1月 1日」に改め、同条第 4項

中「公文書」を「公文書の保存期間」に改める。

第29条第 2項中「次長へ」を「次長に」に改める。

第40条の見出しを「（事務引継）」に改める。

別記第 3号様式及び別記第 4号様式中「、第17条」を削る。

附　則

この訓令は、平成26年10月 1日から施行する。

労 働 委 員 会 告 示

高知県労働委員会告示第 5号

高知県労働委員会公印規程（昭和33年 4月高知県地方労働委員

会告示第 1号）の一部を次のように改正する。

平成26年 9月30日

高知県労働委員会会長　下元　敏晴

第 2条中「次の」を「次に掲げる」に改める。

第 3 条の見出し中「書体等」を「ひな形等」に改め、同条中

「書体、寸法及びひな形」を「ひな形、寸法、書体及び用途」

に、「別表第 1 及び第 2 の」を「別表第 1 及び別表第 2 に定め

る」に改め、同条に次の 1項を加える。

2　公印の管理者は、高知県労働委員会事務局長とする。

第 4条第 1項中「すべて公印保管台帳（別記様式）」を「全て

別記様式による公印保管台帳」に、「でなければ、」を「でなけ

れば、これを」に改め、同条第 2項中「新調又は改刻しようと」

を「新調し、又は改刻しようと」に、「労働委員会会長（以下」

を「高知県労働委員会会長（以下この条において」に改め、同条

第 3項中「損傷又は紛失したときは、すみやかに」を「損傷し、

又は紛失したときは、速やかに」に改め、同条第 4項中「廃止し

たときは」を「廃止したときは、速やかに」に改め、同条に次の

1項を加える。

5　公印の偽造、変造、盗用その他公印に関する事故が発生した

ときは、速やかに、その旨を会長に報告しなければならない。

本則に次の 1条を加える。

（その他の取扱い）

第 5条　この規程に定めるもののほか、公印の使用その他公印の

取扱いに関し必要な事項は、高知県公印規程（昭和41年 9月高

知県訓令第50号）の例によるものとする。

別記様式を削る。

別表第 1を次のように改める。
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別表第 1（第 3条関係）

公印の種類

高知県労働委員会印

高知県労働委員会会長印

高知県労働委員会審査委員長印

高知県労働委員会調停委員長印

高知県労働委員会仲裁委員長印

高知県労働委員会あっせん員会長印

高知県労働委員会事務局長印

契印

ひな形

別表第 2の(ア)

別表第 2の(イ)

別表第 2の(ウ)

別表第 2の(エ)

別表第 2の(オ)

別表第 2の(カ)

別表第 2の(キ)

別表第 2の(ク)

寸法

方24㎜

方24㎜

方24㎜

方24㎜

方24㎜

方24㎜

方24㎜

長径30㎜

短径13㎜

書体

てん書

てん書

てん書

てん書

てん書

てん書

てん書

てん書

用途

一般事務用

一般事務用

審査用

調停用

仲裁用

あっせん用

一般事務用

一般事務用

別表第 2中「別表第 2」を「別表第 2（第 3条関係）」に改め

る。

別表の次に次の様式を加える。



高
　
　
知
　
　
県
　
　
公
　
　
報

号
外

第
4
9
号

平
成

2
6
年

9
月
3
0
日
（
火
曜
日
）
　

1
0
1
0

別記様式（第４条関係） 

 

公印の種類  登録年月日  

印影 用途  

 

使用開始年月日  

廃止年月日  

廃止の理由  

備考  

 

附　則

（施行期日）

1　この告示は、平成26年10月 1日から施行する。

（経過措置）

2　この告示による改正前の高知県労働委員会公印規程別記様式

は、この告示による改正後の高知県労働委員会公印規程にかか

わらず、残品の限度で使用することができる。


	目次
	訓令
	◎高知県公文書規程の一部を改正する訓令
	◎高知県公印規程の一部を改正する訓令
	◎高知県労働委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令

	高知県公営企業局管理規程
	◎高知県公営企業局公印規程の一部を改正する規程

	高知県公営企業局訓令
	◎高知県公営企業局公文書規程の一部を改正する訓令

	高知県教育委員会訓令
	◎高知県教育委員会事務局及び教育機関処務規程の一部を改正する訓令
	◎高知県教育委員会公印規程の一部を改正する訓令

	高知県人事委員会訓令
	◎高知県人事委員会公印規程の一部を改正する訓令
	◎高知県人事委員会事務局処務規程の一部を改正する訓令

	高知県労働委員会告示
	◎高知県労働委員会公印規程の一部改正


